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越 前 町 認 定 地 域 ク ラ ブ 活 動 参 加 者 支 援 給 付 金 支 給 要 綱  

 

令 和 ８ 年 ５ 月 ２ ７ 日  

教 育 委 員 会 告 示 第 ５ 号  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、町 内 に 所 在 す る 学 校 教 育 法（ 昭 和 2 2 年 法 律 第

2 6 号 ）第 １ 条 に 規 定 す る 中 学 校 に 在 籍 す る 生 徒 が 認 定 地 域 ク ラ ブ

活 動 に 参 加 す る に 当 た り 、 保 護 者 の 経 済 的 負 担 を 軽 減 し 、 生 徒 の

ス ポ ー ツ 及 び 文 化 芸 術 の 活 動 の 機 会 を 確 保 す る た め 、越 前 町 認 定

地 域 ク ラ ブ 活 動 参 加 者 支 援 給 付 金 （ 以 下 「 給 付 金 」 と い う 。 ） を

支 給 す る こ と に つ い て 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 

（ 支 給 対 象 者 ）   

第 ２ 条  給 付 金 の 支 給 の 対 象 と な る 者 （ 以 下 「 対 象 者 」 と い う 。 ）

は 、認 定 地 域 ク ラ ブ 活 動 に 参 加 す る 生 徒 の 保 護 者 又 は 後 見 人 若 し

く は こ れ に 準 じ る も の で あ っ て 、 現 に 中 学 校 の 生 徒 を 看 護 し 、 越

前 町 に お い て 、 生 活 保 護 法 （ 昭 和 2 5 年 法 律 第 1 4 4 号 ） 第 1 3 条 の

規 定 に よ る 教 育 扶 助（ 以 下  「 教 育 扶 助 」と い う 。）又 は 学 校 教 育

法（ 昭 和 2 2 年 法 律 第 2 6 号 ）第 1 9 条 の 規 定  に よ る 援 助（ 以 下「 就

学 援 助 」 と い う 。 ） を 受 け て い る 者 と す る 。  

 

（ 支 給 対 象 経 費 ）  

第 ３ 条  給 付 金 の 支 給 の 対 象 と な る 経 費 （ 以 下 「 支 給 対 象 経 費 」 と

い う 。 ） は 、 対 象 者 が 運 営 団 体 に 支 払 っ た 認 定 地 域 ク ラ ブ 活 動 へ

の 参 加 料 及 び 保 険 料 （ 以 下 「 参 加 料 等 」 ） と し 、 生 徒 １ 人 当 た り

年 額 ２ 万 4 , 8 0 0 円 （ 参 加 料 月 額 2 , 0 0 0 円 、 保 険 料 年 額 8 0 0 円 ） を

限 度 額 と す る 。  

２  生 徒 が 複 数 の 認 定 地 域 ク ラ ブ 活 動 に 参 加 す る 場 合 に お い て は 、

対 象 者 が い ず れ か 一 つ の 運 営 団 体 に 支 払 っ た 認 定 地 域 ク ラ ブ 活
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動（ 一 つ の 種 目 又 は 部 門 の も の に 限 る 。） へ の 参 加 料 等 を 支 給 対

象 経 費 と す る 。  

 

（ 給 付 金 の 額 ）   

第 ４ 条  １ 会 計 年 度 に お け る 給 付 金 の 額 は 、給 付 金 の 申 請 を す る 年

度 の 支 給 象 経 費 の 合 計 額 と す る 。  

 

（ 支 給 の 申 請 等 ）   

第 ５ 条  給 付 金 の 支 給 を 受 け よ う と す る 者 は 、越 前 町 認 定 地 域 ク ラ

ブ 活 動 参 加 者 支 援 給 付 金 支 給 申 請 書 兼 請 求 書 （ 様 式 第 １ 号 ） に 次

に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 、 越 前 町 教 育 委 員 会 （ 以 下 「 教 育 委 員 会 」

と い う 。 ） に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。   

一  教 育 扶 助 又 は 就 学 援 助 を 受 け て い る こ と が 分 か る 書 類 の 写

し  

二  支 給 対 象 経 費 の 領 収 書 の 写 し  

２  前 項 の 規 定 に よ る 申 請 は 、事 業 実 施 年 度 の ９ 月 末 日 及 び ３ 月 末

日 の 年 ２ 回 行 う も の と す る 。 た だ し 、 他 市 町 村 へ の 転 出 、 認 定 地

域 ク ラ ブ 活 動 へ の 参 加 の 中 止 、そ の 他 教 育 委 員 会 が 必 要 と 認 め る

場 合 は 、教 育 委 員 会 が 別 に 定 め る 期 間 内 に 申 請 し な け れ ば な ら な

い 。  

 

（ 支 給 等 の 決 定 ）   

第 ６ 条  教 育 委 員 会 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た と き は 、 そ

の 内 容 を 審 査 し 、 給 付 金 の 支 給 の 可 否 を 決 定 し 、 越 前 町 認 定 地 域

ク ラ ブ 活 動 参 加 者 支 援 給 付 金 支 給 （ 不 支 給 ） 決 定 通 知 書 （ 様 式 第

２ 号 ） に よ り 、 当 該 申 請 を し た 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

 

（ 支 給 の 条 件 ）   

第 ７ 条  教 育 委 員 会 は 、 給 付 金 の 支 給 の 決 定 を し た と き は 、 給 付 金

の 支 給 の 決 定 を 受 け た 者 に 対 し 、次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 条 件 を
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付 す る も の と す る 。  

 一  次 の い ず れ か に 該 当 し た と き は 、こ の 給 付 金 の 支 給 の 決 定 の

全 部 又 は 一 部 を 取 り 消 す こ と が あ る こ と 。  

  ア  不 正 の 手 段 に よ り 給 付 金 の 支 給 を 受 け た と き 。  

  イ  給 付 金 の 支 給 の 条 件 に 違 反 し た と き 。  

 二  前 号 の 場 合 に お い て 既 に 支 給 し た 給 付 金 が あ る と き は 、そ れ

を 返 還 し な け れ ば な ら な い こ と 。  

 

（ そ の 他 ）   

第 ８ 条  こ の 要 綱 で 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 教 育 委 員 会

が 別 に 定 め る 。   

 

附  則   

（ 施 行 期 日 ）   

こ の 要 綱 は 、 令 和 ８ 年 ５ 月 ２ ７ 日 か ら 施 行 し 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

か ら 適 用 す る 。  


